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業務規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（呼値） 

第１４条 （略） 

２ （略） 

３ 呼値の単位は、次の各号に定めるところによ

る。 

（１） 株券（優先出資証券、投資信託受益証

券、外国投資信託受益証券、投資証券、外国

投資証券、外国株預託証券、受益証券発行信

託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受

益証券を除く。） 

株券は、１株（新株予約権証券については、

新株予約権１個を、１株とする。以下同じ。）

につき、当該１株の値段が、２，０００円以

下の場合は１円、２，０００円を超え３，０

００円以下の場合は５円、３，０００円を超

え３万円以下の場合は１０円、３万円を超え

５万円以下の場合は５０円、５万円を超え３

０万円以下の場合は１００円、３０万円を超

え３００万円以下の場合は１，０００円、３

００万円を超え２，０００万円以下の場合は

１万円、２，０００万円を超え３，０００万

円以下の場合は５万円、３，０００万円を超

える場合は１０万円とする。ただし、当取引

所が呼値の単位を引き下げる必要があると認

めて特に指定したものは、当該呼値の単位を

下回る呼値の単位とする。 

 

 （２）～（６） （略） 

４～８ （略） 

 

（呼値） 

第１４条 （略） 

２ （略） 

３ 呼値の単位は、次の各号に定めるところによ

る。 

（１） 株券（優先出資証券、投資信託受益証

券、外国投資信託受益証券、投資証券、外国

投資証券、外国株預託証券、受益証券発行信

託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受

益証券を除く。） 

株券は、１株（新株予約権証券については、

新株予約権の目的である株式１株の交付を受

けることができる新株予約権の数を、１株と

する。以下同じ。）につき、当該１株の値段

が、２，０００円以下の場合は１円、２，０

００円を超え３，０００円以下の場合は５円、

３，０００円を超え３万円以下の場合は１０

円、３万円を超え５万円以下の場合は５０円、

５万円を超え３０万円以下の場合は１００

円、３０万円を超え３００万円以下の場合は

１，０００円、３００万円を超え２，０００

万円以下の場合は１万円、２，０００万円を

超え３，０００万円以下の場合は５万円、３，

０００万円を超える場合は１０万円とする。

ただし、当取引所が呼値の単位を引き下げる

必要があると認めて特に指定したものは、当

該呼値の単位を下回る呼値の単位とする。 

 （２）～（６） （略） 

４～８ （略） 

 

付  則 
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この改正規定は、平成２１年１２月３０日から

施行する。 
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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

目次 目次 

第１編 （略） 第１編 （略） 

第２編 株券等 第２編 株券等 

第１章～第３章 （略） 第１章～第３章 （略） 

第４章 上場管理 第４章 上場管理 

第１節～第３節 （略） 第１節～第３節 （略） 

第４節 企業行動規範 第４節 企業行動規範 

第１款 （略） 第１款 （略） 

第２款 望まれる事項（第４４５条―第

４５１条） 

第２款 望まれる事項（第４４５条―第

４５０条） 

第５章～第７章 （略） 第５章～第７章 （略） 

第３編～第６編 （略） 第３編～第６編 （略） 

付則 付則 

  

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）～（６７） （略） 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）～（６７） （略） 

（６７）の２ 第三者割当 開示府令第１９条

第２項第１号ヲに規定する第三者割当をい

う。 

（６７）の２ 第三者割当 募集株式等の割当

ての方法のうち、公募（一般募集による新株

予約権の発行を含む。）、株主割当て又は優

先出資者割当以外の方法をいう。 

（６８）～（９６） （略） （６８）～（９６） （略） 

  

（会社情報の開示） （会社情報の開示） 

第４０２条 上場会社は、次の各号のいずれかに

該当する場合（施行規則で定める基準に該当す

るものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響

が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。）

は、施行規則で定めるところにより、直ちにそ

の内容を開示しなければならない。 

第４０２条 上場会社は、次の各号のいずれかに

該当する場合（施行規則で定める基準に該当す

るものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響

が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。）

は、直ちにその内容（第１号ａに該当する場合

で、第三者割当による募集株式等の割当てを行

うときは、投資判断上重要なものとして施行規
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則で定める内容を含む。）を開示しなければな

らない。 

（１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

次のａからａｐまでに掲げる事項のいずれか

を行うことについての決定をした場合（当該

決定に係る事項を行わないことを決定した場

合を含む。） 

（１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

次のａからａｏまでに掲げる事項のいずれか

を行うことについての決定をした場合（当該

決定に係る事項を行わないことを決定した場

合を含む。） 

ａ～ａｌ （略）  ａ～ａｌ （略）  

ａｍ 内部統制に重要な欠陥がある旨又は内

部統制の評価結果を表明できない旨を記載

する内部統制報告書の提出 

（新設） 

ａｎ （略） ａｍ （略） 

ａｏ （略） ａｎ （略） 

ａｐ ａから前ａｏまでに掲げる事項のほ

か、当該上場会社の運営、業務若しくは財

産又は当該上場株券等に関する重要な事項

であって投資者の投資判断に著しい影響を

及ぼすもの 

ａｏ ａから前ａｎまでに掲げる事項のほ

か、当該上場会社の運営、業務若しくは財

産又は当該上場株券等に関する重要な事

項であって投資者の投資判断に著しい影

響を及ぼすもの 

（２） 次のａからｘまでに掲げる事実のいず

れかが発生した場合 

（２） 次のａからｘまでに掲げる事実のいず

れかが発生した場合 

ａ～ｌ （略） ａ～ｌ （略） 

ｍ 債権者による債務の免除若しくは返済期

限の延長（債務の免除に準ずると当取引所

が認めるものに限る。）又は第三者による

債務の引受け若しくは弁済 

ｍ 債権者による債務の免除若しくは返済期

限の延長又は第三者による債務の引受け若

しくは弁済 

ｎ～ｔ （略） ｎ～ｔ （略） 

ｕ ２人以上の公認会計士又は監査法人によ

る監査証明府令第３条第１項の監査報告書

又は四半期レビュー報告書（公認会計士又

は監査法人に相当する者による監査証明に

相当する証明に係る監査報告書又は四半期

レビュー報告書を含む。）を添付した有価

証券報告書又は四半期報告書を、内閣総理

大臣等に対して、法第２４条第１項又は法

第２４条の４の７第１項に定める期間内に

提出できる見込みのないこと及び当該期間

ｕ ２人以上の公認会計士又は監査法人によ

る監査証明府令第３条第１項の監査報告書

又は四半期レビュー報告書（公認会計士又

は監査法人に相当する者による監査証明に

相当する証明に係る監査報告書又は四半期

レビュー報告書を含む。）を添付した有価

証券報告書又は四半期報告書を、内閣総理

大臣等に対して、法第２４条第１項又は法

第２４条の４の７第１項に定める期間内に

提出できる見込みのないこと及び当該期間
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内に提出しなかったこと（当該期間内に提

出できる見込みのない旨の開示を行った場

合を除く。）、これらの開示を行った後提

出したこと並びに当該期間の延長に係る内

閣総理大臣等の承認を受けたこと。 

内に提出しなかったこと、これらの開示を

行った後提出したこと並びに当該期間の延

長に係る内閣総理大臣等の承認を受けたこ

と。 

ｖ～ｘ （略） ｖ～ｘ （略） 

  

（子会社等の情報の開示） 

第４０３条 上場会社は、その子会社等が次の各

号のいずれかに該当する場合（第１号に掲げる

事項及び第２号に掲げる事実にあっては施行規

則で定める基準に該当するものその他の投資者

の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引

所が認めるものを、第３号ａに定める法第１６

６条第２項第５号に掲げる事項及び第３号ｂに

定める法第１６６条第２項第６号に掲げる事実

にあっては投資者の投資判断に及ぼす影響が軽

微なものとして取引規制府令で定める基準に該

当するものを除く。）は、施行規則で定めると

ころにより、直ちにその内容を開示しなければ

ならない。 

（１） （略） 

（子会社等の情報の開示） 

第４０３条 上場会社は、その子会社等が次の各

号のいずれかに該当する場合（第１号に掲げる

事項及び第２号に掲げる事実にあっては施行規

則で定める基準に該当するものその他の投資者

の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引

所が認めるものを、第３号ａに定める法第１６

６条第２項第５号に掲げる事項及び第３号ｂに

定める法第１６６条第２項第６号に掲げる事実

にあっては投資者の投資判断に及ぼす影響が軽

微なものとして取引規制府令で定める基準に該

当するものを除く。）は、直ちにその内容を開

示しなければならない。 

 

（１） （略） 

（２） 上場会社の子会社等に次のａからｌま

でに掲げる事実のいずれかが発生した場合 

（２） 上場会社の子会社等に次のａからｌま

でに掲げる事実のいずれかが発生した場合 

ａ～ｉ （略） ａ～ｉ （略） 

ｊ 債権者による債務の免除若しくは返済期

限の延長（債務の免除に準ずると当取引所

が認めるものに限る。）又は第三者による

債務の引受け若しくは弁済 

ｊ 債権者による債務の免除若しくは返済期

限の延長又は第三者による債務の引受け若

しくは弁済 

  ｋ・ｌ （略）   ｋ・ｌ （略） 

（３） （略） （３） （略） 

  

 （非上場親会社等の情報の開示） 

第４０６条 削除 第４０６条 上場会社が親会社等（親会社等が会

社である場合に限るものとし、親会社等が複数

ある場合にあっては、上場会社に与える影響が
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最も大きいと認められる会社をいい、その影響

が同等であると認められる場合にあっては、い

ずれか一つの会社をいうものとする。以下この

条において同じ。）を有している場合において、

上場会社は、その親会社等が次の各号のいずれ

かに該当するとき（第１号に掲げる事項及び第

２号に掲げる事実にあっては、施行規則で定め

る基準に該当するものその他の投資者の投資判

断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認め

るものを除く。）は、直ちにその内容を開示し

なければならない。 

 （１） 上場会社の親会社等の業務執行を決定

する機関が、次のａからｏまでに掲げる事項

のいずれかを行うことについての決定をした

場合（当該決定に係る事項を行わないことを

決定した場合を含む。） 

 ａ 資本金の額の減少 

 ｂ 株式交換 

 ｃ 株式移転 

 ｄ 合併 

 ｅ 会社分割 

 ｆ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 

 ｇ 解散（合併による解散を除く。） 

 ｈ 新製品又は新技術の企業化 

 ｉ 業務上の提携又は業務上の提携の解消 

 ｊ 子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲

渡又は取得その他の子会社等の異動を伴う

事項 

 ｋ 固定資産の譲渡又は取得 

 ｌ 事業の全部又は一部の休止又は廃止 

 ｍ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手

続開始の申立て 

 ｎ 新たな事業の開始 

 ｏ 法第２７条の２第１項に規定する株券等

の同項に規定する公開買付け（同項本文の

規定の適用を受ける場合に限る。）又は法
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第２４条の６第１項に規定する上場株券等

の法第２７条の２２の２第１項に規定する

公開買付け 

 （２） 上場会社の親会社等に次のａからｃま

でに掲げる事実のいずれかが発生した場合 

 ａ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程

で生じた損害 

 ｂ 主要株主又は筆頭株主の異動 

 ｃ 不渡り等 

 （３） 上場会社の親会社等の事業年度若しく

は中間会計期間（当該親会社等が四半期財務

諸表提出会社である場合には、四半期累計期

間）又は連結会計年度若しくは中間連結会計

期間（当該親会社等が四半期連結財務諸表提

出会社である場合には、四半期連結累計期間）

に係る決算の内容が定まった場合 

 ２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

場合には、上場会社は同項に規定する開示を要

しないものとする。ただし、第２号から第４号

までのいずれかに該当する場合であって、かつ、

上場会社が当該親会社等に関する事実等の会社

情報のうち上場会社の経営に重大な影響を与え

るものを投資者に対して適時、適切に開示する

ことを当取引所に書面により確約したときは、

この限りでない。 

 （１） 当該親会社等が国内の金融商品取引所

に上場されている株券等の発行者である場合

 （２） 当該親会社等が外国金融商品取引所等

において上場若しくは継続的に取引されてい

る株券等の発行者である場合 

 （３） 当該親会社等が上場会社との事業上の

関係が希薄であり上場会社が前項各号に掲げ

る事実を把握することが困難であると当取引

所が認める者である場合 

 （４） その他当取引所が適当と認める者であ

る場合 
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（上場外国会社による情報の開示） （上場外国会社による情報の開示） 

第４０７条 上場外国会社は、第４０２条から第

４０５条までのほか、次の各号に掲げる事実が

発生した場合は、施行規則で定めるところによ

り、直ちにその内容を開示しなければならない。

第４０７条 上場外国会社は、第４０２条から前

条までのほか、次の各号に掲げる事実が発生し

た場合は、直ちにその内容を開示しなければな

らない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

２ 上場外国株預託証券等の発行者は、第４０２

条から第４０５条まで及び前項のほか、第２０

６条第１項第４号に規定する預託契約等その他

の契約の変更又は終了その他の上場外国株預託

証券等に関する権利等に重大な影響を与える事

項を決定した場合又は当該権利等に重大な影響

を与える事実が発生した場合は、施行規則で定

めるところにより、直ちにその内容を開示しな

ければならない。 

２ 上場外国株預託証券等の発行者は、第４０２

条から前条まで及び前項のほか、第２０６条第

１項第４号に規定する預託契約等その他の契約

の変更又は終了その他の上場外国株預託証券等

に関する権利等に重大な影響を与える事項を決

定した場合又は当該権利等に重大な影響を与え

る事実が発生した場合は、直ちにその内容を開

示しなければならない。 

  

（財務会計基準機構への加入状況等に関する開

示） 

第４０９条の２ 上場内国会社は、事業年度経過

後３か月以内に、当該事業年度の末日における

公益財団法人財務会計基準機構への加入状況（

当該機構に加入していない場合は、翌事業年度

以降における加入に関する考え方を含む。）を

開示しなければならない。ただし、施行規則で

定める場合は、この限りでない。 

 

 

（新設） 

  

（支配株主等に関する事項の開示） （支配株主等に関する事項の開示） 

第４１１条 （略） 第４１１条 （略） 

２ 上場会社が親会社等（親会社等が会社である

場合に限るものとし、親会社等が複数ある場合

にあっては、上場会社に与える影響が最も大き

いと認められる会社をいい、その影響が同等で

あると認められる場合にあっては、いずれか一

つの会社をいうものとする。）を有している場

合において、当該親会社等の事業年度若しくは

（新設） 
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中間会計期間（当該親会社等が四半期財務諸表

提出会社である場合には、四半期累計期間。次

項において同じ。）又は連結会計年度若しくは

中間連結会計期間（当該親会社等が四半期連結

財務諸表提出会社である場合には、四半期連結

累計期間。次項において同じ。）に係る決算の

内容が定まったときは、上場会社は、直ちにそ

の内容を開示しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

場合には、上場会社は同項に規定する開示を要

しないものとする。ただし、第２号から第４号

までのいずれかに該当する場合であって、かつ、

上場会社が当該親会社等に関する事実等の会社

情報のうち上場会社の経営に重大な影響を与え

るものを投資者に対して適切に開示することを

当取引所に書面により確約したときは、この限

りでない。 

（新設） 

（１） 当該親会社等が国内の金融商品取引所

に上場されている株券等の発行者である場合

 

（２） 当該親会社等が外国金融商品取引所等

において上場若しくは継続的に取引されてい

る株券等の発行者である場合 

 

（３） 当該親会社等が上場会社との事業上の

関係が希薄であり上場会社が当該親会社等の

事業年度若しくは中間会計期間又は連結会計

年度若しくは中間連結会計期間に係る決算の

内容を把握することが困難であると当取引所

が認める者である場合 

 

（４） その他当取引所が適当と認める者であ

る場合 

 

  

（会社情報の開示に係る審査等） （会社情報の開示に係る審査等） 

第４１２条 上場会社は、この節の規定に基づき

会社情報の開示を行う場合は、次の各号に定め

る事項を遵守するものとする。 

第４１２条 上場会社は、この節の規定に基づき

会社情報の開示を行う場合は、次の各号に定め

る事項を遵守するものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 
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（３） 開示する情報が投資判断上誤解を生じ

せしめるものでないこと。 

（３） 開示する情報が投資者判断上誤解を生

じせしめるものでないこと。 

（４） （略） （４） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（独立役員の確保） 

第４３６条の２ 上場内国株券の発行者は、一般

株主保護のため、独立役員（一般株主と利益相

反が生じるおそれのない社外取締役（会社法第

２条第１５号に規定する社外取締役をいう。）

又は社外監査役（同条第１６号に規定する社外

監査役をいう。）をいう。以下同じ。）を１名

以上確保しなければならない。 

 

（新設） 

２ 独立役員の確保に関し、必要な事項について

は、施行規則で定める。 

 

  

（上場会社コーポレート・ガバナンス原則の尊重）  

第４４５条の２ 上場会社は、当取引所の「上場

会社コーポレート・ガバナンス原則」を尊重し

てコーポレート・ガバナンスの充実に取り組む

よう努めるものとする。 

（新設） 

  

（会計基準等の変更等への的確な対応に向けた体

制整備） 

 

第４５１条 上場内国会社は、会計基準の内容又

はその変更等についての意見発信及び普及・コ

ミュニケーションを行う組織・団体への加入、

会計基準設定主体等の行う研修への参加その他

会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基

準等の変更等について的確に対応することがで

きる体制の整備を行うよう努めるものとする。

 

（新設） 

（会社情報の開示） （会社情報の開示） 

第８０６条 （略） 第８０６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の上場優先株等の発行者の業務執行を決３ 前項の上場優先株等の発行者の業務執行を決
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定する機関が、直近に公表された取得について

の方針の変更を決定した場合は、施行規則で定

めるところにより、直ちにその内容を開示しな

ければならない。 

定する機関が、直近に公表された取得について

の方針の変更を決定した場合は、直ちにその内

容を開示しなければならない。 

４ 上場子会社連動配当株の発行者は、次の各号

のいずれかに該当する場合（第１号に規定する

事項及び第２号に規定する事実にあっては、当

該上場子会社連動配当株の投資判断に及ぼす影

響が軽微なものとして施行規則で定める基準に

該当する場合を除く。）は、施行規則で定める

ところにより、直ちにその内容を開示しなけれ

ばならない。 

４ 上場子会社連動配当株の発行者は、次の各号

のいずれかに該当する場合（第１号に規定する

事項及び第２号に規定する事実にあっては、当

該上場子会社連動配当株の投資判断に及ぼす影

響が軽微なものとして施行規則で定める基準に

該当する場合を除く。）は、直ちにその内容を

開示しなければならない。 

 （１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

５ （略） ５ （略） 

６ 上場子会社連動配当株の発行者は、第４項の

規定に基づき事業年度に係る決算の内容を開示

する場合は、速やかに当該対象子会社に係る当

取引所が定める支配株主等に関する事項を開示

しなければならない。 

６ 上場子会社連動配当株の発行者は、第４項の

規定に基づき事業年度に係る決算の内容を開示

する場合は、速やかに当該対象子会社に係る当

取引所が定める親会社等に関する事項を開示し

なければならない。 

７ 上場子会社連動配当株の発行者は、対象子会

社の直前連結会計年度に係る連結子会社が次の

各号のいずれかに該当する場合（当該上場子会

社連動配当株の投資判断に及ぼす影響が軽微な

ものとして施行規則で定める基準に該当する場

合を除く。）は、施行規則で定めるところによ

り、直ちにその内容を開示しなければならない。

７ 上場子会社連動配当株の発行者は、対象子会

社の直前連結会計年度に係る連結子会社が次の

各号のいずれかに該当する場合（当該上場子会

社連動配当株の投資判断に及ぼす影響が軽微な

ものとして施行規則で定める基準に該当する場

合を除く。）は、直ちに施行規則で定めるとこ

ろによりその内容を開示しなければならない。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

８ （略） ８ （略） 

  

（上場ＥＴＦに関する情報の開示） （上場ＥＴＦに関する情報の開示） 

第１１０７条 （略） 第１１０７条 （略） 

２ 前項の情報の適時開示については、次の各号

に定めるところによる。この場合における当該

各号の取扱いは施行規則で定める。 

２ 前項の情報の適時開示については、次の各号

に定めるところによる。この場合における当該

各号の取扱いは施行規則で定める。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する （２） 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する
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外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券を除く。）

に係る管理会社は、次のａからｈまでのいず

れかに該当する場合（ａに掲げる事項にあっ

ては、施行規則で定める基準その他の投資者

の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取

引所が認めるものに該当するものを除く。）

は、施行規則で定めるところにより、直ちに

その内容を開示しなければならない。 

外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券を除く。）

に係る管理会社は、次のａからｈまでのいず

れかに該当する場合（ａに掲げる事項にあっ

ては、施行規則で定める基準その他の投資者

の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取

引所が認めるものに該当するものを除く。）

は、直ちにその内容を開示しなければならな

い。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 上場ＥＴＦに係る管理会社に、次の（ａ）

から（ｈ）までに掲げる事実（外国ＥＴＦ、

外国ＥＴＦ信託受益証券、内国商品現物型

ＥＴＦ、外国商品現物型ＥＴＦ及び外国商

品現物型ＥＴＦ信託受益証券にあっては、

（ｆ）及び（ｇ）を除く。）のいずれかが

発生した場合 

ｂ 上場ＥＴＦに係る管理会社に、次の（ａ）

から（ｈ）までに掲げる事実（外国ＥＴＦ、

外国ＥＴＦ信託受益証券、内国商品現物型

ＥＴＦ、外国商品現物型ＥＴＦ及び外国商

品現物型ＥＴＦ信託受益証券にあっては、

（ｆ）及び（ｇ）を除く。）のいずれかが

発生した場合 

（ａ）～（ｄ） （略）  （ａ）～（ｄ） （略） 

（ｅ） ２人以上の公認会計士又は監査法

人による監査証明府令第３条第１項の監

査報告書又は中間監査報告書を添付した

有価証券報告書又は半期報告書を、内閣

総理大臣等に対して、法第２４条第１項

又は第２４条の５第１項に定める期間内

に提出できる見込みのないこと及び当該

期間内に提出しなかったこと（当該期間

内に提出できる見込みのない旨の開示を

行った場合を除く。）、これらの開示を

行った後提出したこと並びに当該期間の

延長に係る内閣総理大臣等の承認を受け

たこと。 

（ｅ） ２人以上の公認会計士又は監査法

人による監査証明府令第３条第１項の監

査報告書又は中間監査報告書を添付した

有価証券報告書又は半期報告書を、内閣

総理大臣等に対して、法第２４条第１項

又は第２４条の５第１項に定める期間内

に提出できる見込みのないこと及び当該

期間内に提出しなかったこと、これらの

開示を行った後提出したこと並びに当該

期間の延長に係る内閣総理大臣等の承認

を受けたこと。 

（ｆ）～（ｈ） （略） （ｆ）～（ｈ） （略） 

ｃ～ｈ（略） ｃ～ｈ（略） 

（３） 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する

外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券に限る。）

（３） 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する

外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券に限る。）
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に係る外国投資法人及び管理会社は、次のａ

からｇまでのいずれかに該当する場合（ａ及

びｃに掲げる事項にあっては、投資者の投資

判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規

則で定める基準に該当するものを除く。）は、

施行規則で定めるところにより、直ちにその

内容を開示しなければならない。 

に係る外国投資法人及び管理会社は、次のａ

からｇまでのいずれかに該当する場合（ａ及

びｃに掲げる事項にあっては、投資者の投資

判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規

則で定める基準に該当するものを除く。）は、

直ちにその内容を開示しなければならない。

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 上場ＥＴＦに係る外国投資法人に、次の

（ａ）から（ｅ）までに掲げる事実のいず

れかが発生した場合 

ｂ 上場ＥＴＦに係る外国投資法人に、次の

（ａ）から（ｅ）までに掲げる事実のいず

れかが発生した場合 

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略） 

（ｄ） ２人以上の公認会計士又は監査法

人による監査証明府令第３条第１項の監

査報告書又は中間監査報告書を添付した

有価証券報告書又は半期報告書を、内閣

総理大臣等に対して、法第２４条第１項

又は第２４条の５第１項に定める期間内

に提出できる見込みのないこと及び当該

期間内に提出しなかったこと（当該期間

内に提出できる見込みのない旨の開示を

行った場合を除く。）、これらの開示を

行った後提出したこと並びに当該期間の

延長に係る内閣総理大臣等の承認を受け

たこと。 

（ｄ） ２人以上の公認会計士又は監査法

人による監査証明府令第３条第１項の監

査報告書又は中間監査報告書を添付した

有価証券報告書又は半期報告書を、内閣

総理大臣等に対して、法第２４条第１項

又は第２４条の５第１項に定める期間内

に提出できる見込みのないこと及び当該

期間内に提出しなかったこと並びにこれ

らの開示を行った後提出したこと。 

（ｅ） （略）  （ｅ） （略） 

ｃ～ｇ （略） ｃ～ｇ （略） 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開示）（上場不動産投資信託証券に関する情報の開示）

第１２１３条 （略） 第１２１３条 （略） 

２ 上場不動産投資信託証券又は上場不動産投資

信託証券の発行者等に関する情報の適時開示に

ついては、次の各号に掲げる上場不動産投資信

託証券の区分に従い、当該各号に定めるところ

による。 

２ 上場不動産投資信託証券又は上場不動産投資

信託証券の発行者等に関する情報の適時開示に

ついては、次の各号に掲げる上場不動産投資信

託証券の区分に従い、当該各号に定めるところ

による。 
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（１） 投資証券 （１） 投資証券 

上場不動産投資信託証券の発行者等は、次

のａからｄまでのいずれかに該当する場合（

ａ及びｃに掲げる事項にあっては、施行規則

で定める基準に該当するものその他の投資者

の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取

引所が認めるものを除く。）は、施行規則で

定めるところにより、直ちにその内容を開示

しなければならない。 

上場不動産投資信託証券の発行者等は、次

のａからｄまでのいずれかに該当する場合（

ａ及びｃに掲げる事項にあっては、施行規則

で定める基準に該当するものその他の投資者

の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取

引所が認めるものを除く。）は、直ちにその

内容を開示しなければならない。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人に、次の（ａ）から（ｈ）までに

掲げる事実のいずれかが発生した場合 

ｂ 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人に、次の（ａ）から（ｈ）までに

掲げる事実のいずれかが発生した場合 

（ａ）～（ｅ） （略） （ａ）～（ｅ） （略） 

（ｆ） ２人以上の公認会計士又は監査法

人による監査証明府令第３条第１項の監

査報告書又は中間監査報告書を添付した

有価証券報告書又は半期報告書を、内閣

総理大臣等に対して、法第２４条第１項

又は第２４条の５第１項に定める期間内

に提出できる見込みのないこと及び当該

期間内に提出しなかったこと（当該期間

内に提出できる見込みのない旨の開示を

行った場合を除く。）、これらの開示を

行った後提出したこと並びに当該期間の

延長に係る内閣総理大臣等の承認を受け

たこと。 

（ｆ） ２人以上の公認会計士又は監査法

人による監査証明府令第３条第１項の監

査報告書又は中間監査報告書を添付した

有価証券報告書又は半期報告書を、内閣

総理大臣等に対して、法第２４条第１項

又は第２４条の５第１項に定める期間内

に提出できる見込みのないこと及び当該

期間内に提出しなかったこと、これらの

開示を行った後提出したこと並びに当該

期間の延長に係る内閣総理大臣等の承認

を受けたこと。 

（ｇ）・（ｈ） （略） （ｇ）・（ｈ） （略） 

ｃ・ｄ （略） ｃ・ｄ（略） 

（２） 委託者指図型投資信託の受益証券 （２） 委託者指図型投資信託の受益証券投資

証券 

上場不動産投資信託証券の発行者等は、次

のａからｄまでのいずれかに該当する場合（

ａに掲げる事項にあっては、施行規則で定め

る基準に該当するものその他の投資者の投資

判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が

上場不動産投資信託証券の発行者等は、次

のａからｄまでのいずれかに該当する場合（

ａに掲げる事項にあっては、施行規則で定め

る基準に該当するものその他の投資者の投資

判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が
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認めるものを除く。）は、施行規則で定める

ところにより、直ちにその内容を開示しなけ

ればならない。 

認めるものを除く。）は、直ちにその内容を

開示しなければならない。 

ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略） 

（３） 委託者非指図型投資信託の受益証券 （３） 委託者非指図型投資信託の受益証券 

上場不動産投資信託証券の発行者等は、次

のａ又はｂに該当する場合は、施行規則で定

めるところにより、直ちにその内容を開示し

なければならない。 

上場不動産投資信託証券の発行者等は、次

のａ又はｂに該当する場合は、直ちにその内

容を開示しなければならない。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

３ 上場不動産投資信託証券の運用資産等に関す

る情報の適時開示については、上場不動産投資

信託証券の発行者等は、次の各号のいずれかに

該当する場合（第１号に掲げる事項及び第２号

に掲げる事実にあっては、施行規則で定める基

準に該当するものその他の投資者の投資判断に

及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるも

のを除く。）は、施行規則で定めるところによ

り、直ちにその内容を開示しなければならない。

３ 上場不動産投資信託証券の運用資産等に関す

る情報の適時開示については、上場不動産投資

信託証券の発行者等は、次の各号のいずれかに

該当する場合（第１号に掲げる事項及び第２号

に掲げる事実にあっては、施行規則で定める基

準に該当するものその他の投資者の投資判断に

及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるも

のを除く。）は、直ちにその内容を開示しなけ

ればならない。 

（１）～（５） （略）  （１）～（５） （略） 

４～７ （略） ４～７ （略） 

  

（上場管理等） （上場管理等） 

第１３０４条 当取引所は、東証グループが次の

各号に掲げる行為を行った場合には、遅滞なく

金融庁長官にその内容を報告するものとする。

第１３０４条 当取引所は、東証グループが次の

各号に掲げる行為を行った場合には、遅滞なく

金融庁長官にその内容を報告するものとする。

（１） 第４０２条から第４０５条まで、第４

０８条から第４１１条の２まで、第４１５条

及び第４１６条（第８０６条第８項において

準用する場合を含む。）及び第８０６条の規

定による会社情報の開示 

（１） 第４０２条から第４０６条まで、第４

０８条から第４１１条の２まで、第４１５条

及び第４１６条（第８０６条第８項において

準用する場合を含む。）及び第８０６条の規

定による会社情報の開示 

（２） （略） （２） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

  

付  則  
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１ この改正規定は、平成２１年１２月３０日か

ら施行する。 

 

２ 改正後の第４０２条第１号ａｍの規定は、平

成２２年３月１日以後に終了する事業年度に係

る内部統制報告書から適用する。 

 

３ 改正後の第４０９条の２の規定は、平成２２

年３月１日以後に終了する事業年度の経過後に

行うべき開示から適用する。 

 

４ 改正後の第４３６条の２第１項の規定は、平

成２２年３月１日以後に終了する事業年度に係

る定時株主総会の日の翌日から適用する。 
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呼値の制限値幅に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（株券の制限値幅） （株券の制限値幅） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、新株券の呼値の

制限値幅は、旧株券の呼値の制限値幅と同一と

する。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、新株

予約権証券の呼値の制限値幅は、旧株券の呼値

の制限値幅に新株予約権の行使により交付され

る株数を乗じて算出した値幅とする。 

５ 第１項及び前２項の場合において、基準値段

に呼値の制限値幅を加えて得た値段について、

当該値段における呼値の単位に満たない端数金

額があるときは、これを切り上げるものとする。

 

３ 前２項の規定にかかわらず、新株券及び新株

予約権証券の呼値の制限値幅は、旧株券の呼値

の制限値幅と同一とする。 

（新設） 

 

 

 

４ 第１項及び前項の場合において、基準値段に

呼値の制限値幅を加えて得た値段について、当

該値段における呼値の単位に満たない端数金額

があるときは、これを切り上げるものとする。

 

  

付  則 

この改正規定は、平成２１年１２月３０日から

施行する。 
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（定義） （定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ この施行規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 （１）～（２１） （略） 

 （２１）の２ 独立役員 規程第４３６条の２

第１項に規定する独立役員をいう。 

 （２２）～（３５） （略） 

３ （略） 

２ この施行規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 （１）～（２１） （略） 

 （新設） 

 

 （２２）～（３５） （略） 

３ （略） 

  

（流通株式の定義） （流通株式の定義） 

第８条 規程第２条第９６号に規定する施行規則

で定めるものとは、第１号から第３号までに掲

げる者又は組合等（法第１６５条の２第１項に

規定する組合等をいう。以下この条において同

じ。）が所有する有価証券をいう。ただし、規

程第２編第２章（規程第２０９条、規程第２１

０条第３項及び規程第２１６条を除く。）（同

編第３章第４節において準用する場合を含

む。）、同編第３章第２節、規程第８０４条及

び規程第８１６条においては、次の各号に掲げ

る者又は組合等が所有する有価証券をいう。 

第８条 規程第２条第９６号に規定する施行規則

で定めるものとは、第１号から第３号までに掲

げる者又は組合等（法第１６５条の２第１項に

規定する組合等をいう。以下この条において同

じ。）が所有する有価証券をいう。ただし、規

程第２編第２章（規程第２０９条、規程第２１

０条第３項及び規程第２１６条を除く。）（同

編第３章第４節において準用する場合を含

む。）、同編第３章第２節、規程第８０４条及

び規程第８１６条においては、次の各号に掲げ

る者又は組合等が所有する有価証券をいう。 

（１） 当該有価証券の発行者の役員（役員持

株会を含み、取締役、会計参与（会計参与が

法人であるときはその職務を行うべき社員を

含む。以下同じ。）、監査役、執行役（理事

及び監事その他これらに準ずるものを含む。）

をいう。以下この条において同じ。） 

 （１） 当該有価証券の発行者の役員（役員持

株会を含み、取締役、会計参与（会計参与が

法人であるときはその職務を行うべき社員を

含む。）、監査役、執行役（理事及び監事そ

の他これらに準ずるものを含む。）をいう。

以下この条において同じ。） 

 （２）～（４） （略）  （２）～（４） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（上場承認時の提出書類） （上場承認時の提出書類） 
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第２１１条 （略） 第２１１条 （略） 

２～５ （略）  ２～５ （略）  

６ 規程第２０４条第１２項第１号に規定する施

行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関

する事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。

ただし、第５号にあっては、新規上場申請者が

内国株券の発行者である場合に限る。 

６ 規程第２０４条第１２項第１号に規定する施

行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関

する事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。

（１） （略）  （１） （略） 

（２） 経営上の意思決定、執行及び監督に係

る経営管理組織その他のコーポレート・ガバ

ナンス体制の状況及び当該体制を選択してい

る理由 

（２） 経営上の意思決定、執行及び監督に係

る経営管理組織その他のコーポレート・ガバ

ナンス体制の状況 

（３）・（４） （略）  （３）・（４） （略） 

（５） 独立役員の確保の状況（独立役員とし

て指定する者が、次のａからｅまでのいずれ

かに該当する場合は、それを踏まえてもなお

独立役員として指定する理由を含む。） 

（新設）  

 ａ 当該会社の親会社又は兄弟会社（当該会

社と同一の親会社を有する他の会社をいう。

以下同じ。）の業務執行者等（業務執行者（会

社法施行規則（平成１８年法務省令第１２

号）第２条第３項第６号に規定する業務執

行者をいう。以下同じ。）又は過去に業務

執行者であった者をいう。以下同じ。） 

 ｂ 当該会社を主要な取引先とする者若しく

はその業務執行者等又は当該会社の主要な

取引先若しくはその業務執行者等 

 ｃ 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭

その他の財産を得ているコンサルタント、

会計専門家又は法律専門家（当該財産を得

ている者が法人、組合等の団体である場合

は、当該団体に所属する者及び当該団体に

過去に所属していた者をいう。） 

 ｄ 当該会社の主要株主（当該主要株主が法

人である場合には、当該法人の業務執行者

等をいう。以下同じ。） 
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 ｅ 次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる者（重要

でない者を除く。）の近親者 

（ａ） ａから前ｄまでに掲げる者 

（ｂ） 当該会社又はその子会社の業務執

行者等（社外監査役を独立役員として指

定する場合にあっては、業務執行者でな

い取締役若しくは業務執行者でない取締

役であった者又は会計参与若しくは会計

参与であった者を含む。） 

（６） （略） （５） （略） 

  

（上場承認時の提出書類） （上場承認時の提出書類） 

第２２６条 （略） 第２２６条 （略） 

２～５ （略）  ２～５ （略）  

６ 規程第２１１条第１２項第１号に規定する施

行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関

する事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。

ただし、第５号にあっては、新規上場申請者が

内国株券の発行者である場合に限る。 

６ 規程第２１１条第１２項第１号に規定する施

行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関

する事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。

（１） （略） （１） （略） 

（２） 経営上の意思決定、執行及び監督に係

る経営管理組織その他のコーポレート・ガバ

ナンス体制の状況及び当該体制を選択してい

る理由 

（２） 経営上の意思決定、執行及び監督に係

る経営管理組織その他のコーポレート・ガバ

ナンス体制の状況 

（３）・（４） （略）  （３）・（４） （略）  

（５） 独立役員の確保の状況（独立役員とし

て指定する者が、次のａからｅまでのいずれ

かに該当する場合は、それを踏まえてもなお

独立役員として指定する理由を含む。） 

（新設） 

 ａ 当該会社の親会社又は兄弟会社の業務執

行者等 

 ｂ 当該会社を主要な取引先とする者若しく

はその業務執行者等又は当該会社の主要な

取引先若しくはその業務執行者等 

 ｃ 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭

その他の財産を得ているコンサルタント、
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会計専門家又は法律専門家（当該財産を得

ている者が法人、組合等の団体である場合

は、当該団体に所属する者及び当該団体に

過去に所属していた者をいう。） 

 ｄ 当該会社の主要株主 

 ｅ 次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる者（重要

でない者を除く。）の近親者 

（ａ） ａから前ｄまでに掲げる者 

（ｂ） 当該会社又はその子会社の業務執

行者等（社外監査役を独立役員として指

定する場合にあっては、業務執行者でな

い取締役若しくは業務執行者でない取

締役であった者又は会計参与若しくは

会計参与であった者を含む。） 

（６） （略） （５） （略） 

  

（新株予約権証券の上場基準） （新株予約権証券の上場基準） 

第３０６条 規程第３０４条第１項に規定する施

行規則で定める基準とは、次の各号に定める基

準（当該新株予約権証券が外国会社が発行する

ものである場合には、当該基準に準ずる基準）

のいずれにも適合していることとし、その上場

期間は、当該新株予約権の行使期間満了の日前

の日であって、当取引所が定める日までとする。

第３０６条 規程第３０４条第１項に規定する施

行規則で定める基準とは、次の各号に定める基

準（当該新株予約権証券が外国会社が発行する

ものである場合には、当該基準に準ずる基準）

のいずれにも適合していることとし、その上場

期間は、当該新株予約権の行使期間満了の日前

の日であって、当取引所が定める日までとする。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（削る）  （３） 新株予約権１個の目的である株式が上

場株券等１株に係るものであること。 

（３） （略） （４） （略） 

（４） 新株予約権証券の数が２，０００単位

以上であること。 

（５） 新株予約権の目的である株式数が２，

０００単位以上であること。 

（５） （略） （６）（略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（決定事実に係る軽微基準） （決定事実に係る軽微基準） 

第４０１条 規程第４０２条に規定する施行規則

で定める基準のうち同条第１号に掲げる事項に

第４０１条 規程第４０２条に規定する施行規則

で定める基準のうち同条第１号に掲げる事項に
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係るものは、次の各号に掲げる区分に従い、当

該各号に定めることとする。 

係るものは、次の各号に掲げる区分に従い、当

該各号に定めることとする。 

（１）～（１１） （略）  （１）～（１１） （略）  

（１２） 規程第４０２条第１号ａｎに掲げる

事項 

（１２） 規程第４０２条第１号ａｍに掲げる

事項 

定款の変更理由が次のａからｃまでのいず

れかに該当すること。 

定款の変更理由が次のａ又はｂに該当する

こと。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ その他投資者の投資判断に及ぼす影響が

軽微なものとして当取引所が認める理由 

（新設） 

  

（会社情報の開示の取扱い） （第三者割当に関する事項の開示の取扱い） 

第４０２条の２ 規程第４０２条、規程第４０３

条及び規程第４０７条の規定に基づき開示すべ

き内容は、原則として、次の各号に掲げる内容

とする。 

第４０２条の２ 規程第４０２条に規定する投資

判断上重要なものとして施行規則で定める内容

は、次の各号に掲げる内容をいう。 

（１） 割当てを受ける者の払込みに要する財

（１） 規程第４０２条第１号、規程第４０３

条第１号及び規程第４０７条第２項に定める

事項（以下この項において「決定事実」とい

う。）を決定した理由又は規程第４０２条第

２号、規程第４０３条第２号及び規程第４０

７条に定める事実（以下この項において「発

生事実」という。）が発生した経緯 

（２） 決定事実又は発生事実の概要 

（３） 決定事実又は発生事実に関する今後の

見通し 

（４） その他当取引所が投資判断上重要と認

める事項 

２ 規程第４０２条第１号ａに該当する場合で、

第三者割当による募集株式等の割当てを行うと

きの開示は、次の各号に掲げる内容を含めるも

のとする。 

（１） 割当てを受ける者の払込みに要する財

産の存在について確認した内容 

（２） 次のａ及びｂに掲げる事項（ｂに掲げ

る事項については、当取引所が必要と認める

産の存在について確認した内容 

（２） 次のａ及びｂに掲げる事項（ｂに掲げ

る事項については、当取引所が必要と認める

場合に限る。） 

ａ 払込金額の算定根拠及びその具体的な内

容 

ｂ 払込金額が割当てを受ける者に特に有利

でないことに係る適法性に関する監査役又

は監査委員会の意見等 

（３） 規程第４３２条に定めるところにより

同条各号に掲げるいずれかの手続を行う場合

は、その内容（同条ただし書の規定の適用を

受ける場合は、その理由） 

（４） その他当取引所が投資判断上重要と認

める事項 



23 

場合に限る。） 

ａ 払込金額の算定根拠及びその具体的な内

容 

ｂ 払込金額が割当てを受ける者に特に有利

でないことに係る適法性に関する監査役又

は監査委員会の意見等 

（３） 規程第４３２条に定めるところにより

同条各号に掲げるいずれかの手続を行う場合

は、その内容（同条ただし書の規定の適用を

受ける場合は、その理由） 

（４） その他当取引所が投資判断上重要と認

める事項 

  

 （非上場親会社等の情報の開示の取扱い） 

第４０９条 削除 第４０９条 第４０１条第２号から第６号まで、

第８号及び第９号の規定は、規程第４０６条第

１項に規定する施行規則で定める基準のうち同

項第１号に掲げる事実に係るものについて準用

する。この場合において、「上場会社」とある

のは「上場会社の親会社等」と読み替えるもの

とする。 

 ２ 第４０２条第１号の規定は、規程第４０６条

第１項に規定する施行規則で定める基準のうち

同項第２号に掲げる事実に係るものについて準

用する。 

  

（財務会計基準機構への加入状況等に関する開示

の取扱い） 

 

第４１０条の２ 規程第４０９条の２ただし書に

規定する施行規則で定める場合とは、上場内国

会社が規程第４０４条の規定に基づき事業年度

又は連結会計年度に係る決算の内容を開示する

際に、公益財団法人財務会計基準機構の会員マ

ークを表示している場合をいう。 

（新設） 

  

（支配株主等に関する事項の開示の取扱い） （支配株主等に関する事項の開示の取扱い） 
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第４１２条 規程第４１１条第１項に規定する施

行規則で定める支配株主等に関する事項とは、

次の各号に定める事項をいう。 

第４１２条 規程第４１１条に規定する施行規則

で定める支配株主等に関する事項とは、次の各

号に定める事項をいう。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 親会社等（親会社等が複数あるときは、

親会社等のうち上場会社に与える影響が最も

大きいと認められる会社等をいうものとし、

その影響が同等であると認められるときは、

いずれか一つの会社等をいうものとする。）

が規程第４１１条第３項の適用を受ける場合

（当該親会社等が国内の金融商品取引所に上

場されている株券等の発行者である場合又は

外国金融商品取引所等において上場若しくは

継続的に取引されている株券等の発行者であ

る場合を除く。）には、同項の適用を当取引

所に認められた理由 

（３） 親会社等（親会社等が複数あるときは、

親会社等のうち上場会社に与える影響が最も

大きいと認められる会社等をいうものとし、

その影響が同等であると認められるときは、

いずれか一つの会社等をいうものとする。）

が規程第４０６条第２項の適用を受ける場合

（当該親会社等が国内の金融商品取引所に上

場されている株券等の発行者である場合又は

外国金融商品取引所等において上場若しくは

継続的に取引されている株券等の発行者であ

る場合を除く。）には、同項の適用を当取引

所に認められた理由 

（４）～（６） （略） （４）～（６） （略） 

  

（開示を要する決定事実に係る書類の提出） （開示を要する決定事実に係る書類の提出） 

第４１７条 上場会社は、規程第４０２条第１号

に掲げる事項のうち次の各号に掲げる事項につ

いて決議又は決定（取締役会で決議したこと（代

表取締役の専決事項である場合にあっては、代

表取締役が所要の手続に従い決定したことをい

い、委員会設置会社にあっては、執行役が決定

したことを含む。）をいう。以下この条及び次

条において同じ。）を行った場合には、当該各

号に定めるところに従い、当取引所に書類の提

出を行うものとする。 

第４１７条 上場会社は、規程第４０２条第１号

に掲げる事項のうち次の各号に掲げる事項につ

いて決議又は決定（取締役会で決議したこと（代

表取締役の専決事項である場合にあっては、代

表取締役が所要の手続に従い決定したことをい

い、委員会設置会社にあっては、執行役が決定

したことを含む。）をいう。以下この条及び次

条において同じ。）を行った場合には、当該各

号に定めるところに従い、当取引所に書類の提

出を行うものとする。 

（１）～（１５） （略） （１）～（１５） （略） 

（１６） 規程第４０２条第１号ａｎに掲げる

事項 

次のａ及びｂに掲げる書類。この場合にお

いて、上場内国会社は、ａに掲げる書類の提

出については、当該書類の内容を記録した電

磁的記録（法令に基づき電磁的記録が作成さ

（１６） 規程第４０２条第１号ａｍに掲げる

事項 

次のａ及びｂに掲げる書類。この場合にお

いて、上場内国会社は、ａに掲げる書類の提

出については、当該書類の内容を記録した電

磁的記録（法令に基づき電磁的記録が作成さ
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れている場合にあっては、当該電磁的記録）

の提出により行うものとし、当該書類を当取

引所が公衆の縦覧に供することに同意するも

のとする。 

ａ・ｂ （略） 

れている場合にあっては、当該電磁的記録）

の提出により行うものとし、当該書類を当取

引所が公衆の縦覧に供することに同意するも

のとする。 

ａ・ｂ （略） 

（１７） 規程第４０２条第１号ａｏに掲げる

事項 

（１７） 規程第４０２条第１号ａｎに掲げる

事項 

変更後のスキームについて記載した書面 

変更後直ちに 

変更後のスキームについて記載した書面 

変更後直ちに 

  

 （親会社等に関する書類の提出） 

第４２４条 削除 第４２４条 上場会社は、継続開示会社である親

会社等（国内の金融商品取引所に上場されてい

る株券等の発行者その他当取引所が適当と認め

る者を除く。）を有している場合であって、当

該親会社等が内閣総理大臣等に次の各号に定め

る書類を提出した場合には、提出した書類の写

しを、提出後遅滞なく当取引所に提出するもの

とする。 

 （１） 有価証券報告書（訂正有価証券報告書

を含む。）及びその添付書類 

 （２） 半期報告書（訂正半期報告書を含む。）

 （３） 四半期報告書（訂正四半期報告書を含

む。） 

 （４） 臨時報告書（訂正臨時報告書を含む。）

 この場合において、当該上場会社は、当該

書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに

同意するものとする。 

 ２ 上場会社は、規程第４０６条の規定の適用を

受け、上場会社が親会社等に関する同条第１項

各号に係る事項を開示する場合の当該開示の対

象となる親会社等を変更することとなる場合に

は、その旨及びその理由を記載した「非上場の

親会社等の変更通知書」を、確定後遅滞なく当

取引所に提出するものとする。 
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（独立役員の確保に関する取扱い） 

第４３６条の２ 規程第４３６条の２第２項に規

定する独立役員の確保については、次の各号に

定めるところによる。 

（１） 上場内国株券の発行者は、独立役員に

関して記載した当取引所所定の「独立役員届

出書」を当取引所に提出するものとする。 

（２） 上場内国株券の発行者は、前号に規定

する「独立役員届出書」を当取引所が公衆の

縦覧に供することに同意するものとする。 

２ 上場内国株券の発行者は、前項に規定する「独

立役員届出書」の内容に変更が生じる場合には、

原則として、変更が生じる日の２週間前までに

変更内容を反映した「独立役員届出書」を当取

引所に提出するものとする。この場合において、

当該上場内国株券の発行者は、当該変更内容を

反映した「独立役員届出書」を当取引所が公衆

の縦覧に供することに同意するものとする。 

 

（新設） 

 

  

（反社会的勢力の関与） （反社会的勢力の関与） 

第４３６条の３ 規程第４４３条に規定する上場

会社が反社会的勢力の関与を受けているものと

して施行規則で定める関係とは、次の各号に掲

げる関係をいう。 

第４３６条の２ 規程第４４３条に規定する上場

会社が反社会的勢力の関与を受けているものと

して施行規則で定める関係とは、次の各号に掲

げる関係をいう。 

（１） 次のａからｄまでに掲げる者のいずれ

かが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者

（以下この項において「暴力団等反社会的勢

力」という。）である関係 

（１） 次のａからｄまでに掲げる者のいずれ

かが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者

（以下この項において「暴力団等反社会的勢

力」という。）である関係 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

ｄ 上場会社の役員（取締役、会計参与、監

査役、執行役（理事及び監事その他これら

に準ずるものを含む。）をいう。） 

ｄ 上場会社の役員（取締役、会計参与（会

計参与が法人であるときはその職務を行う

べき社員を含む。）、監査役、執行役（理

事及び監事その他これらに準ずるものを含

む。）をいう。） 

（２） （略） （２） （略） 
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（上場内国会社の上場廃止基準の取扱い） （上場内国会社の上場廃止基準の取扱い） 

第６０１条 （略） 

２～１４ （略） 

第６０１条 （略） 

２～１４ （略） 

１５ 第４３６条の３の規定は、規程第６０１条

第１項第１９号に規定する上場会社が反社会的

勢力の関与を受けているものとして施行規則に

定める関係について準用する。 

１５ 第４３６条の２の規定は、規程第６０１条

第１項第１９号に規定する上場会社が反社会的

勢力の関与を受けているものとして施行規則に

定める関係について準用する。 

  

（会社情報の開示の取扱い） （会社情報の開示の取扱い） 

第８０４条 （略） 第８０４条 （略） 

２ 第４０２条の２第１項の規定は、規程第８０

６条第３項、第４項（第１号又は第２号に該当

する場合に限る。）及び第７項の規定に基づき

開示すべき内容について準用する。 

（新設） 

３ （略） ２ （略） 

４ 第４１２条（第２号及び第３号を除く。）の

規定は、規程第８０６条第６項の規定に基づく

対象子会社の開示について準用する。 

３ 第４１２条（第２号及び第３号を除く。）の

規定は、規程第８０６条第７項の規定に基づく

対象子会社の開示について準用する。 

  

（上場ＥＴＦに関する情報の開示の取扱い） （上場ＥＴＦに関する情報の開示の取扱い） 

第１１０９条 （略） 第１１０９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第４０２条の２第１項の規定は、規程第１１

０７条第２項第２号及び第３号の規定に基づき

開示すべき内容について準用する。 

（新設） 

４ 規程第１１０７条第２項第２号及び第３号に

規定する施行規則で定める基準とは、次の各号

に掲げる事項の区分に従い、当該各号に定める

基準をいう。 

３ 規程第１１０７条第２項第２号及び第３号に

規定する施行規則で定める基準とは、次の各号

に掲げる事項の区分に従い、当該各号に定める

基準をいう。 

（１） 規程第１１０７条第２項第２号ａの

（ｃ）及び同項第３号ａの（ｅ）に掲げる事

項 

（１） 規程第１１０７条第２項第２号ａの

（ｃ）及び同項第３号ａの（ｅ）に掲げる事

項 

投資信託約款若しくは信託約款若しくはこ

れに類する書類又は規約若しくはこれに類す

る書類の変更理由が次のａからｃまでのいず

れかに該当すること。 

投資信託約款若しくは信託約款若しくはこ

れに類する書類又は規約若しくはこれに類す

る書類の変更理由が次のａ又はｂに該当する

こと。 
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ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ その他投資者の投資判断に及ぼす影響が

軽微なものとして当取引所が認める理由 

（新設） 

（２） （略） （２） （略） 

５ （略） ４ （略）  

６ （略）  ５ （略） 

７ （略）  ６ （略）  

８ （略）  ７ （略）  

  

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開示の

取扱い） 

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開示の

取扱い） 

第１２２９条 規程第１２１３条第２項第１号及

び第２号並びに同条第３項に規定する施行規則

で定める基準とは、次の各号に掲げる事項の区

分に従い、当該各号に定める基準をいう。この

場合において、第１２０６条第１項の規定は、

第３号及び第４号に規定する譲渡対象資産の価

格及び純資産総額の算定において使用する各資

産の額について、同条第４項の規定は、第４号

に規定する純資産総額について、それぞれ準用

する。 

第１２２９条 規程第１２１３条第２項第１号及

び第２号並びに同条第３項に規定する施行規則

で定める基準とは、次の各号に掲げる事項の区

分に従い、当該各号に定める基準をいう。この

場合において、第１２０６条第１項の規定は、

第３号及び第４号に規定する譲渡対象資産の価

格及び純資産総額の算定において使用する各資

産の額について、同条第４項の規定は、第４号

に規定する純資産総額について、それぞれ準用

する。 

（１） 規程第１２１３条第２項第１号ａ（ｅ）

及び同項第２号ａ（ｄ）に掲げる事項 

（１） 規程第１２１３条第２項第１号ａ（ｅ）

及び同項第２号ａ（ｄ）に掲げる事項 

規約及び投資信託約款の変更理由が次のａ

からｃまでのいずれかに該当すること。 

規約及び投資信託約款の変更理由が次のａ

又はｂに該当すること。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ その他投資者の投資判断に及ぼす影響が

軽微なものとして当取引所が認める理由 

（新設） 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

２ 第４０２条の２第１項の規定は、規程第１２

１３条第２項及び第３項の規定に基づき開示す

べき内容について準用する。 

（新設） 

３ （略） ２ （略） 

４ （略）  ３ （略）  

５ （略） ４ （略）  

６ （略）  ５ （略） 
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７ （略）  ６ （略）  

  

（銘柄に係る上場廃止基準） （銘柄に係る上場廃止基準） 

第１２３３条 （略） 

２～９ （略） 

第１２３３条 （略） 

２～９ （略） 

１０ 第４３６条の３の規定は、規程第１２１８

条第２項第１８号に規定する上場不動産投資信

託証券の発行者等が反社会的勢力の関与を受け

ているものとして施行規則で定める関係につい

て準用する。 

１０ 第４３６条の２の規定は、規程第１２１８

条第２項第１８号に規定する上場不動産投資信

託証券の発行者等が反社会的勢力の関与を受け

ているものとして施行規則で定める関係につい

て準用する。 

１１ （略） １１ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２１年１２月３０日か

ら施行する。 

 

２ 改正後の第２１１条第６項第２号（第８０２

条第３項において準用する場合を含む。次項及

び第５項において同じ。）又は第２２６条第６

項第２号の規定は、この改正規定施行の日（以

下「施行日」という。）以後に株券等又は子会

社連動配当株の新規上場を申請する者から適用

する。 

３ 施行日前に株券等又は子会社連動配当株の新

規上場を申請した者は、改正後の第２１１条第

６項各号（第５号を除く。）又は第２２６条第

６項各号（第５号を除く。）に掲げる事項を記

載した規程第２０４条第１２項第１号、規程第

２１１条第１２項第１号又は規程第８０３条第

５項に規定する報告書を、平成２２年３月３１

日までに（同日までに当取引所が新規上場を承

認していない場合にあっては、当取引所が新規

上場を承認する日に）当取引所に提出するもの

とする。この場合において、当該申請者は、当

該報告書を上場前及び上場後において当取引所

が公衆の縦覧に供することに同意するものとす
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る。 

４ 前項の場合において、当該申請者は、当該報

告書の提出を行うまでの間は、改正前の第２１

１条第６項各号（第８０２条第３項において準

用する場合を含む。）又は第２２６条第６項各

号に掲げる事項を記載した規程第２０４条第１

２項第１号、規程第２１１条第１２項第１号又

は規程第８０３条第５項に規定する報告書を提

出し、当該報告書を上場前及び上場後において

当取引所が公衆の縦覧に供することに同意する

ものとする。 

５ 施行日において現に上場されている株券等又

は子会社連動配当株の発行者は、改正後の第２

１１条第６項各号（第５号を除く。）又は第２

２６条第６項各号（第５号を除く。）に掲げる

事項を記載した規程第２０４条第１２項第１

号、規程第２１１条第１２項第１号又は規程第

８０３条第５項に規定する報告書を、平成２２

年３月３１日までに当取引所に提出するものと

する。この場合において、当該発行者は、当該

報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに

同意するものとする。 

６ 改正後の第２１１条第６項第５号（第８０２

条第３項において準用する場合を含む。次項及

び第８項において同じ。）又は第２２６条第６

項第５号の規定は、施行日以後に内国株券又は

子会社連動配当株の新規上場を申請する者から

適用する。 

７ 施行日前に内国株券又は子会社連動配当株の

新規上場を申請した者は、改正後の第２１１条

第６項各号又は第２２６条第６項各号に掲げる

事項を記載した規程第２０４条第１２項第１

号、規程第２１１条第１２項第１号又は規程第

８０３条第５項に規定する報告書を、平成２２

年３月１日以後に終了する事業年度に係る定時

株主総会終了後遅滞なく（当該定時株主総会の
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日までに当取引所が新規上場を承認していない

場合にあっては、当取引所が新規上場を承認す

る日に）当取引所に提出するものとする（当該

定時株主総会の日より前に当該報告書を提出し

ている場合を除く。）。この場合において、当

該申請者は、当該報告書を上場前及び上場後に

おいて当取引所が公衆の縦覧に供することに同

意するものとする。 

８ 施行日において現に上場されている内国株券

又は子会社連動配当株の発行者は、改正後の第

２１１条第６項各号又は第２２６条第６項各号

に掲げる事項を記載した規程第２０４条第１２

項第１号、規程第２１１条第１２項第１号又は

規程第８０３条第５項に規定する報告書を、平

成２２年３月１日以後に終了する事業年度に係

る定時株主総会終了後遅滞なく当取引所に提出

するものとする（当該定時株主総会の日より前

に当該報告書を提出している場合を除く。）。

この場合において、当該発行者は、当該報告書

を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意す

るものとする。 

９ 改正後の第４３６条の２第１項の規定は、施

行日以後に内国株券の新規上場を申請する者か

ら適用する。 

１０ 施行日前に内国株券の新規上場を申請した

者は、改正後の第４３６条の２第１項に規定す

る独立役員届出書を、平成２２年３月３１日ま

でに（同日までに当該内国株券が新規上場して

いない場合にあっては、新規上場日に）当取引

所に提出するものとする。この場合において、

当該申請者は、当該書面を上場後において当取

引所が公衆の縦覧に供することに同意するもの

とする。 

１１ 施行日において現に上場されている内国株

券の発行者は、改正後の第４３６条の２第１項

に規定する独立役員届出書を、平成２２年３月
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３１日までに当取引所に提出するものとする。

この場合において、当該発行者は、当該書面を

当取引所が公衆の縦覧に供することに同意する

ものとする。 
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上場審査等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

Ⅱ 株券等の新規上場審査［本則市場］ Ⅱ 株券等の新規上場審査［本則市場］ 

（内国会社における企業のコーポレート・ガバナ

ンス及び内部管理体制の有効性） 

（内国会社における企業のコーポレート・ガバナ

ンス及び内部管理体制の有効性） 

４．新規上場申請者が内国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第３号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（５）まで

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

４．新規上場申請者が内国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第３号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（５）まで

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

（１） 新規上場申請者の企業グループの役員

の適正な職務の執行を確保するための体制

が、次のａ及びｂに掲げる事項その他の事項

から、適切に整備、運用されている状況にあ

ると認められること。 

（１） 新規上場申請者の企業グループの役員

の適正な職務の執行を確保するための体制

が、次のａ及びｂに掲げる事項その他の事項

から、適切に整備、運用されている状況にあ

ると認められること。 

ａ 新規上場申請者の企業グループの役員の

職務の執行に対する有効な牽制及び監査が

実施できる機関設計及び役員構成であるこ

と。この場合における上場審査は、規程第

４３６条の２から第４３９条までの規定に

定める事項の遵守状況を勘案して行うもの

とする。 

ａ 新規上場申請者の企業グループの役員の

職務の執行に対する有効な牽制及び監査が

実施できる機関設計及び役員構成であるこ

と。この場合において、新規上場申請者は、

規程第４３７条から第４３９条までの規定

を遵守するものとする。 

ｂ （略） ｂ （略） 

 （２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

  

（内国会社における企業内容等の開示の適正性）（内国会社における企業内容等の開示の適正性）

５．新規上場申請者が内国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第４号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（４）まで

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

５．新規上場申請者が内国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第４号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（４）まで

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 新規上場申請者が親会社等を有してい

る場合（上場後最初に終了する事業年度の末

（４） 新規上場申請者が親会社等を有してい

る場合（上場後最初に終了する事業年度の末
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日までに親会社等を有しないこととなる見込

みがある場合を除く。）には、当該親会社等

の開示が有効であるものとして、次のａ又は

ｂのいずれかに該当すること。 

日までに親会社等を有しないこととなる見込

みがある場合を除く。）には、当該親会社等

の開示が有効であるものとして、次のａ又は

ｂのいずれかに該当すること。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 新規上場申請者が、その経営に重大な影

響を与える親会社等（前ａに適合する親会

社等を除く。）に関する事実等の会社情報

を適切に把握することができる状況にあ

り、新規上場申請者が、当該会社情報のう

ち新規上場申請者の経営に重大な影響を

与えるものを投資者に対して適切に開示

することに当該親会社等が同意すること

について書面により確約すること。 

ｂ 新規上場申請者が、その経営に重大な影

響を与える親会社等（前ａに適合する親会

社等を除く。）に関する事実等の会社情報

を適切に把握することができる状況にあ

り、当該親会社等が次の（ａ）又は（ｂ）

及び（ｃ）に掲げる事項に同意することに

ついて書面により確約すること。 

（ａ） 新規上場申請者が、上場後におい

て施行規則第４２４条の規定に基づき当

取引所に提出する書類を当取引所が公衆

の縦覧に供すること。 

（ｂ） 新規上場申請者が、当該親会社等

（継続開示会社である場合を除く。）が

有価証券報告書に準じて作成した当取引

所が適当と認める書類を、上場後におい

ても事業年度ごとに当取引所に提出し、

当取引所が公衆の縦覧に供すること。 

（ｃ） 新規上場申請者が、当該親会社等

に関する事実等の会社情報のうち、新規

上場申請者の経営に重大な影響を与える

ものを投資者に対して適時、適切に開示

すること。 

  

（外国会社における企業内容等の開示の適正性）（外国会社における企業内容等の開示の適正性）

１０．新規上場申請者が外国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第４号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（４）まで

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

１０．新規上場申請者が外国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第４号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（４）まで

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 新規上場申請者が親会社等を有してい （４） 新規上場申請者が親会社等を有してい



35 

る場合（上場後最初に終了する事業年度の末

日までに親会社等を有しないこととなる見込

みがある場合を除く。）には、当該親会社等

の開示が有効であるものとして、次のａ又は

ｂのいずれかに該当すること。 

る場合（上場後最初に終了する事業年度の末

日までに親会社等を有しないこととなる見込

みがある場合を除く。）には、当該親会社等

の開示が有効であるものとして、次のａ又は

ｂのいずれかに該当すること。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 新規上場申請者が、その経営に重大な影

響を与える親会社等（前ａに適合する親会

社等を除く。）に関する事実等の会社情報

を適切に把握することができる状況にあ

り、新規上場申請者が、当該会社情報のう

ち新規上場申請者の経営に重大な影響を

与えるものを投資者に対して適切に開示

することに当該親会社等が同意すること

について書面により確約すること。 

ｂ 新規上場申請者が、その経営に重大な影

響を与える親会社等（前ａに適合する親会

社等を除く。）に関する事実等の会社情報

を適切に把握することができる状況にあ

り、当該親会社等が次の（ａ）又は（ｂ）

及び（ｃ）に掲げる事項に同意することに

ついて書面により確約すること。 

（ａ） 新規上場申請者が、上場後におい

て施行規則第４２４条の規定に基づき当

取引所に提出する書類を当取引所が公衆

の縦覧に供すること。 

（ｂ） 新規上場申請者が、当該親会社等

（継続開示会社である場合を除く。）が

有価証券報告書に準じて作成した当取引

所が適当と認める書類を、上場後におい

ても事業年度ごとに当取引所に提出し、

当取引所が公衆の縦覧に供すること。 

（ｃ） 新規上場申請者が、当該親会社等

に関する事実等の会社情報のうち、新規

上場申請者の経営に重大な影響を与える

ものを投資者に対して適時、適切に開示

すること。 

  

Ⅲ 株券等の新規上場審査［マザーズ］ Ⅲ 株券等の新規上場審査［マザーズ］ 

（企業内容、リスク情報等の開示の適切性） （企業内容、リスク情報等の開示の適切性） 

２．規程第２１４条第１項第１号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（６）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。 

２．規程第２１４条第１項第１号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（６）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 
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（４） 新規上場申請者が親会社等を有してい

る場合（上場後最初に終了する事業年度の末

日までに親会社等を有しないこととなる見込

みがある場合を除く。）には、当該親会社等

の開示が有効であるものとして、次のａ又は

ｂのいずれかに該当すること。ただし、新規

上場申請者と当該親会社等との事業上の関連

が希薄であり、かつ、当該親会社等による新

規上場申請者の株式の所有が投資育成を目的

としたものであり、新規上場申請者の事業活

動を実質的に支配することを目的とするもの

でないことが明らかな場合は、この限りでな

い。 

（４） 新規上場申請者が親会社等を有してい

る場合（上場後最初に終了する事業年度の末

日までに親会社等を有しないこととなる見込

みがある場合を除く。）には、当該親会社等

の開示が有効であるものとして、次のａ又は

ｂのいずれかに該当すること。ただし、新規

上場申請者と当該親会社等との事業上の関連

が希薄であり、かつ、当該親会社等による新

規上場申請者の株式の所有が投資育成を目的

としたものであり、新規上場申請者の事業活

動を実質的に支配することを目的とするもの

でないことが明らかな場合は、この限りでな

い。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 新規上場申請者が、その経営に重大な影

響を与える親会社等（前ａに適合する親会

社等を除く。）に関する事実等の会社情報

を適切に把握することができる状況にあ

り、新規上場申請者が、当該会社情報のう

ち新規上場申請者の経営に重大な影響を

与えるものを投資者に対して適切に開示

することに当該親会社等が同意すること

について書面により確約すること。 

ｂ 新規上場申請者が、その経営に重大な影

響を与える親会社等（前ａに適合する親会

社等を除く。）に関する事実等の会社情報

を適切に把握することができる状況にあ

り、当該親会社等が次の（ａ）又は（ｂ）

及び（ｃ）に掲げる事項に同意することに

ついて書面により確約すること。 

（ａ） 新規上場申請者が、上場後におい

て施行規則第４２４条の規定に基づき当

取引所に提出する書類を当取引所が公衆

の縦覧に供すること。 

（ｂ） 新規上場申請者が、当該親会社等

（継続開示会社である場合を除く。）が

有価証券報告書に準じて作成した当取引

所が適当と認める書類を、上場後におい

ても事業年度ごとに当取引所に提出し、

当取引所が公衆の縦覧に供すること。 

（ｃ） 新規上場申請者が、当該親会社等

に関する事実等の会社情報のうち、新規

上場申請者の経営に重大な影響を与える

ものを投資者に対して適時、適切に開示

すること。 
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（５）・（６） （略）  （５）・（６） （略）  

  

（企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理

体制の有効性） 

（企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理

体制の有効性） 

４．規程第２１４条第１項第３号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（５）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。 

４．規程第２１４条第１項第３号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（５）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。 

（１） 新規上場申請者の企業グループの役員

の適正な職務の執行を確保するための体制

が、次のａ及びｂに掲げる事項その他の事項

から、相応に整備され、適切に運用されてい

る状況にあると認められること。 

（１） 新規上場申請者の企業グループの役員

の適正な職務の執行を確保するための体制

が、次のａ及びｂに掲げる事項その他の事項

から、相応に整備され、適切に運用されてい

る状況にあると認められること。 

ａ 新規上場申請者の企業グループの役員の

職務の執行に対する有効な牽制及び監査が

実施できる機関設計及び役員構成であるこ

と。この場合における上場審査は、規程第

４３６条の２から第４３９条までの規定に

定める事項の遵守状況を勘案して行うもの

とする。 

ａ 新規上場申請者の企業グループの役員の

職務の執行に対する有効な牽制及び監査が

実施できる機関設計及び役員構成であるこ

と。この場合において、新規上場申請者は、

規程第４３７条から第４３９条までの規定

を遵守するものとする。 

ｂ （略） ｂ （略） 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

  

  

付  則 

１ この改正規定は、平成２１年１２月３０日か

ら施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、改正後のⅡ５．

（４）ｂ、Ⅱ１０.（４）ｂ及びⅢ２.（４）ｂ

の規定は、この改正規定の施行の日以後に新規

上場申請を行う者から適用する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、改正後のⅡ４．

（１）ａ及びⅢ４.（１）ａの規定は、平成２３

年３月１日以後に終了する事業年度を直前事業

年度として新規上場申請を行う内国株券等の上

場審査から適用し、当該事業年度より前の事業
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年度を直前事業年度として新規上場申請を行う

内国株券等の上場審査については、なお従前の

例による。 
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上場管理等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

Ⅲ 実効性の確保に係る審査 Ⅲ 実効性の確保に係る審査 

（企業行動規範違反に対する措置） （企業行動規範違反に対する措置） 

５．上場会社が規程第４章第４節第１款の規定に

違反した場合における規程第５０８条第１項の

規定に基づく公表及び規程第５０９条の規定に

基づく上場契約違約金の徴求の要否の判断は、

次の（１）から（８）までに掲げる区分に従い、

当該（１）から（８）までに掲げる事項のほか、

違反の内容、当該違反が行われた経緯、原因及

びその情状並びに当該違反に対して当取引所が

行う処分その他の措置の実施状況その他の事情

を総合的に勘案して行う。 

５．上場会社が規程第４章第４節第１款の規定に

違反した場合における規程第５０８条第１項の

規定に基づく公表及び規程第５０９条の規定に

基づく上場契約違約金の徴求の要否の判断は、

次の（１）から（８）までに掲げる区分に従い、

当該（１）から（８）までに掲げる事項のほか、

違反の内容、当該違反が行われた経緯、原因及

びその情状並びに当該違反に対して当取引所が

行う処分その他の措置の実施状況その他の事情

を総合的に勘案して行う。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（３）の２ 規程第４３６条の２の規定 （新設） 

  施行規則第４３６条の２の規定に基づき上

場内国株券の発行者が独立役員として届け出

る者が、次のａからｅまでのいずれかに該当

している場合におけるその状況 

 

 ａ 当該会社の親会社又は兄弟会社の業務執

行者 

 ｂ 当該会社を主要な取引先とする者若しく

はその業務執行者又は当該会社の主要な取

引先若しくはその業務執行者 

 ｃ 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭

その他の財産を得ているコンサルタント、

会計専門家又は法律専門家（当該財産を得

ている者が法人、組合等の団体である場合

は、当該団体に所属する者をいう。） 

 ｄ 最近においてａから前ｃまでに該当して

いた者 

 ｅ 次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに

掲げる者（重要でない者を除く。）の近親
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者 

（ａ） ａから前ｄまでに掲げる者 

（ｂ） 当該会社又はその子会社の業務執

行者（社外監査役を独立役員として指定

する場合にあっては、業務執行者でない

取締役又は会計参与（当該会計参与が法

人である場合は、その職務を行うべき社

員を含む。以下同じ。）を含む。） 

（ｃ） 最近において前（ｂ）に該当して

いた者 

（４）～（８） （略） （４）～（８） （略） 

  

Ⅳ 上場廃止に係る審査 Ⅳ 上場廃止に係る審査 

（虚偽記載又は不適正意見等） （虚偽記載又は不適正意見等） 

４．規程第６０１条第１項第１１号ｂに規定する

影響の重大性の審査は、監査報告書又は四半期

レビュー報告書の内容、当該報告書に「不適正

意見」等が記載されるに至った経緯その他の事

情を総合的に勘案して行う。 

４．規程第６０１条第１項第１１号ｂに規定する

影響の重大性の審査は、監査報告書又は四半期

レビュー報告書の内容（当該報告書において、

「意見の表明をしない」又は「結論の表明をし

ない」旨が記載されている場合であって、それ

が専ら継続企業の前提に関する事由によるもの

であると認められるときは、当該記載がされた

後最初の監査報告書又は四半期レビュー報告書

の内容を含む。）、当該報告書に「不適正意見」

等が記載されるに至った経緯その他の事情を総

合的に勘案して行う。 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２１年１２月３０日から

施行する。 

 

  

 




